
個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

広報グループ

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの登録申請書提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

モンバサダー登録申請書を提出した者（平成25年度以降）

モンバサダー申請・登録者一覧.xlsx

知事

広報グループ

モンバサダー申請・登録者のとりまとめ、登録者への県政情報提供の
ために利用

1 任命日、2 氏名、3 応募・依頼の別、4 所属、職業等、
5 申請時の居住地、6 出身国（県）、7 熊本・海外とのつながり
8 メールアドレス、9 SNSアカウント



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

県民対話事業に参加した者

県民対話事業　参加者ファイル

知事

広報グループ

県民対話事業参加者の把握

１氏名、２居住地、３性別、４年代、５会社名、６これまでの取組み
等、７今後の抱負、県への要望など、８想定

12 個人情報ファイルの種別

本人からの聴き取り

含まない

庁内担当課

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

広報グループ

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺６－１８－１

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

「県への提案」に意見を提出した者

県への提案　提出者ファイル

知事

広報グループ

県政への提言のとりまとめ、提出者への回答送付のために利用

１受付番号、２受付日、３送達手段、４提出者氏名、５年代、６住所、
７職業、８県からの回答の要否、９担当部局、１０担当課への処理依頼
日、１１知事公室付への回付日、１２事前報告の有無、１３回答案受理
日、１４回答日、１５回答方法、１６処理報告日、１７件名、１８電話

番号、１９メールアドレス

12 個人情報ファイルの種別

本人からの提言書（メール・郵送）提出

含まない

庁内担当課

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

広報グループ

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺６－１８－１

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

熊本県防災士アドバイザー登録申請書を提出した者（令和４年度以
降）

熊本県防災士アドバイザーファイル

知事

危機管理防災課

熊本県防災士アドバイザーの登録・派遣事務のために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所、６職業、７連絡先、
８所属団体、９防災に関する活動実績や資格、職務経験

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

県内各市町村

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

危機管理防災課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―


